
一般社団法人日本福祉用具供給協会との「災害時における福祉用具等物資の供給等協力に関

する協定」の締結について

県では、大規模災害時における要配慮者への支援体制を強化するため、一般社団法人日本福

祉用具供給協会と「災害時における福祉用具等物資の供給等協力に関する協定」を新たに締結

します。

１ 協定締結の趣旨

災害発生時に必要となる福祉用具や関連物資を円滑に確保・調達することで、避難生活を送

る高齢者や障害のある方など、特に配慮を必要とする方の生活環境の安定と安全確保を図りま

す。

２ 協定の主な内容

災害時に、県からの要請に応じて、協会は避難所等へ福祉用具や必要物資の提供・搬送を担

います。

３ 対象品目

介護用品、衛生用品、食事用品、トイレ・おむつ用品、特殊寝台及び付属品、車椅子及び付

属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、移動用リフト

等

４ 協定締結式

日 時：令和８年３月２４日（火曜日）１３時３０分～１４時００分

場 所：県庁１号館４階福祉部長室

５ 出席代表者

兵庫県福祉部 次長 藤本 貴義

一般社団法人日本福祉用具供給協会近畿支部 兵庫県ブロック長 吉川 真司

○参考 一般社団法人日本福祉用具供給協会について

福祉用具供給事業者による全国唯一の業界団体で、研修・普及啓発・災害時物資供給などを

通じて福祉用具の適正利用と地域福祉の向上に取り組んでいる。

○会員数：３５１社(Ｒ８.２時点)（うち県内：２６社）
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